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 ９月議会の傍聴者　延べ人数15人　 議会だよりに対するご意見、ご要望がありましたら議会事務局へお問い合せください。

　沖縄県町村議会議長会主催による町村議会議員と

事務局職員研修会が、金武町立中央公民館大ホールに

おいて開催され、１５名の議員と３名の職員が研修して

きました。

演　題

　「地方公共団体の財政の健全化に関する

　　　　　　　　　　　　法律の概要について」

　　　　講師：内里　仁氏

　　　　　　　（沖縄県企画部市町村課財政班長）

　「自治体の不祥事・財政破綻と議会のチェック機能」

　　　　講師：新川達郎氏

　　　　　　　（同志社大学大学院教授）

　故新垣常夫元議員（我謝241－39）が平成19年秋

の叙勲で地方自治功労の「叙勲旭日双光章、叙位従

六位」を受章しました。

　故新垣氏は昭和49年から平成10年まで６期24年

間議会活動に専念し、西原町の発展に多大な貢献を

なさいました。
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議員活動報告�議員活動報告�

叙勲旭双光章、叙位従六位受章　　�
　おめでとうございます。�

議員活動報告�

故 新垣常夫元議員�
叙勲旭双光章、叙位従六位受章　　�

　おめでとうございます。�
叙勲旭日双光章、叙位従六位受章�
　　おめでとうございます。�

議員活動報告�

叙勲旭双光章、叙位従六位受章　　�
　おめでとうございます。�

＝ お詫びと訂正 ＝�

　議会だより第33号（2007年９月１日発

行）の文中誤りがあり、皆様方に大変ご

迷惑をおかけしました。訂正して深くお

詫び申し上げます。�

10Ｐ大城好弘議員の一般質問�

与那バイパス�

県内公共図書館連絡�

協議会が盟館�

（誤）�

与那原バイパス�

県内公共図書館連絡�

協議会加盟館�

（正）�
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平成�

18年度   一般  会計�一般  会計�一般 
予算は町づくりにこの　  

87億3,044万1千円�

13億3,237万8千円�

11億3,502万4千円�

11万8千円�

社 会 福 祉 費 �

児 童 福 祉 費 �

災 害 救 助 費 �

民 生 費 �
24億3,552万0千円�

4,312万4千円�

8億6,622万0千円�

719万6千円�

6億7,587万1千円�

6万8千円�

土 木 管 理 費 �

道 路 橋 梁 費 �

河 川 費 �

都 市 計 画 費 �

住 宅 費 �

土 木 費 �
15億9,247万9千円�

議 会 の 意 見 �

収入未済額（平成18年度滞納分）�

町民税�
固定資産税�
軽自動車税�
保育料�
住宅使用料�
幼稚園入園料�
幼稚園保育料�
学校給食費（累計）�

6,399万1千円�
1億8,063万1千円�

735万8千円�
751万0千円�
94万2千円�
14万9千円�
467万3千円�
9,164万7千円�

1,440万4千円�

2,512万7千円�

131万0千円�

（262件）�

（287件）�

（454件）�

不納欠損額�

町民税�

固定資産税�

軽自動車税�

4,054万2千円（1,003件）�

（
主
な
も
の
）�

　収入未済額（滞納分）は、年々増加しており、担当課の職員体制を強化し、自主財源を

確保するとともに財政強化を図る必要がある。�

　財政の状況は、徐々に悪化の方向にあり、全役職員が共通の認識をし、全庁的な徴収体

制を図るとともに、町税及び民生費負担金などの徴収方法の改善及び強化を求める。�
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一般 会計�一般 会計�会計�決算�認定�

  ように使われました。�
（金額は四捨五入しています。）�

歳　入�
89億266万1千円�

自主財源�40.4％�36億0,100万2千円�

28億1,642万9千円�

2億4,190万3千円�

1億6,156万3千円�

1億3,530万8千円�

1億1,630万7千円�

1億1,354万9千円�

852万7千円�

741万6千円�

依存財源�

町 税 �

諸 収 入 �

分担金・負担金�

繰 入 金 �

繰 越 金 �

使用料・手数料�

寄 付 金 �

財 産 収 入 �

1億7,965万4千円�

1億5,691万5千円�

2億6,861万9千円�

3億9,706万6千円�

1億6,766万0千円�

3億7,260万6千円�

教 育 総 務 費 �

小 学 校 費 �

中 学 校 費 �

幼 稚 園 費 �

社 会 教 育 費 �

保 健 体 育 費 �

59.6％�53億1,165万9千円�

16億3,686万9千円�

15億9,636万6千円�

7億6,880万0千円�

5億4,638万1千円�

4億5,108万2千円�

3億2,216万1千円�

地 方 交 付 税 �

国 庫 支 出 金 �

町 債 �

県 支 出 金 �

交 付 金 等 �

地 方 譲 与 税 �

教 育 費 �
15億4,252万0千円�

8億7,263万0千円�

1億2,297万5千円�

6,701万5千円�

1,759万3千円�

247万2千円�

190万0千円�

総 務 管 理 費 �

徴 税 費 �

戸籍住民基本台帳費�

選 挙 費 �

統 計 調 査 費 �

監 査 委 員 費 �

総 務 費 �
10億8,458万5千円�

9億1,194万5千円�

4億9,834万4千円�

公 債 費 �

消 防 費 �

1億2,017万8千円�

1,284万7千円�

1億4,381万7千円�

1,263万5千円�

議 会 費 �

労 働 費 �

農林水産業費�

商 工 費 �

そ の 他 �
15億6,976万6千円�

2億1,079万8千円�

2億9,477万3千円�

保 健 衛 生 費 �

清 掃 費 �

衛 生 費 �
5億557万1千円�

坂
田
幼
稚
園�
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特別会計 �特別会計 �特別会計 �
�

�

�

�

�

　18年度は単価の見直しにより、４区画の保留地、面積1,029平方メートル（311坪）坪平均単価30

万３千円、合計金額9,319万4千円で処分している。�

　これまでの本事業に町持ち出しも多額であり、早期に販売できるよう具体的な施策を講じるべく強

く求める。�

土地区画整理事業�

歳　　入　1億6,365万4千円�
歳　　出　3億8,874万3千円�
差引残額91億7,491万1千円�

�

�

�

�

�

　剰余金は減債積立金として積み立て、企業債の償還に充てる。経営状況は安定的、�

適性に運営されているが、給水収益の減額に対する課題がある。�

　給水人口が前年度より増だが、年間総配水量は減である。又有収率は0.81ポイント増になっている

が、大口（琉大）の使用量の減が影響している。�

　毎年元金利子を含め8,000万円、未償還残高約7億円あることから、より一層のコストの削減に努め、

町民の負担増にならないよう、強く求めた。�

水 道 事 業�

事業収益　8億0,222万7千円�
事業費用　7億8,358万3千円�
当年純利益　1億1,864万4千円�

公共下水道事業�

歳　　入　6億2,474万1千円�
歳　　出　6億2,125万5千円�
差引残額　1億7,348万6千円�

�

�

�

�

�

　平成37年度までの事業計画は695ヘクタール。本年度の供用開始面積の比率

は23.1％。前年度より2.7ポイントの増である。町債残高は18年度末で30億

4,510万円。事業計画残り18年間だが、事業の進捗とともに町債も増加する事は明らかである。未使用

世帯数も前年度より増え、本年度末で1,516世帯。使用可能世帯への使用促進対策を強く求めた。�

平成�

18年度   
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決算認定�決算認定�決算認定�
�

�

�

�

�

　歳入不足額は翌年度歳入繰上充用処理されている。歳入不足の主な要因は医療�

給付費の大幅な増加によるものである。�

　又、未納額が4,449万9千円発生しており、18年末滞納繰越額は1億9,047万6千円となっている。�

　未納発生の縮小と滞納繰越額の早期処理に早急に取り組む必要がある。�

　平成20年度から国民健康保険制度の改正で保険税が個別に賦課されるので、後期高齢者の負担増加

が予想される。医療費増加抑制のためにも、保険事業の強化、又納税の意識高揚を図るよう要望した。�

国民健康保険�

歳　　入　32億0,469万8千円�
歳　　出　33億7,896万6千円�
歳入不足　91億7,426万8千円�

�

�

�

�

�

　支出額の中での医療給付費は、18億3,063万2千円で4,091万1千円増加。�

　内訳は社保4億6,488万5千円、国保13億6,574万7千円となっている。�

　平成20年度からは、老人保険制度の中身が国保と後期高齢者医療保険へ移行するが、今後も伸び続

けると予想される医療費については、介護予防事業と連携して抑制に力を入れるべきである。�

老 人 保 険�

歳　　入　18億0,244万4千円�
歳　　出　18億7,260万2千円�
歳入不足　91億7,015万8千円�

�

�

�

�

�

　本年度も1千万円を超える未納額が発生している。不納欠損額も722万3千円と前年度を上回ってお

り、件数として1,028件となっている。�

　時効が２年という短期であることからして、現在の徴収状況では額が増加し、納付している者と納

付してない者との負担の公平性を欠くものである。�

　介護保険制度については、町の単独事業であり、制度の健全運営からしても、徴収体制、又不納欠

損を出さないよう強化し、介護保険財政の確保を図るべきである。�

介 護 保 険�

歳　　入　12億6,168万0千円�
歳　　出　11億6,911万8千円�
差引残額　91億9,256万2千円�
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◇小橋川処理分区枝線工事（その１）�

　　契 約 金 額：￥73,500,000�

　　契約の相手：株式会社丸政土建�

　　契約の方法：町内10社、町外５社による�

　　　　　　　　指名競争入札�

　　工　　　期：平成19年９月25日より�

　　　　　　　　平成20年２月15日まで�

◇小橋川処理分区枝線工事（その２）�

　　契 約 金 額：￥56,280,000�

　　契約の相手：美善株式会社�

　　契約の方法：町内11社、町外４社による�

　　　　　　　　指名競争入札�

　　工　　　期：平成19年９月25日より�

　　　　　　　　平成20年２月15日まで�

◇東崎都市緑地整備工事�

　　契 約 金 額：￥86,100,000�

　　契約の相手：金秀建設株式会社�

　　契約の方法：町内11社、町外４社による�

　　　　　　　　指名競争入札�

　　工　　　期：平成19年９月20日より�

　　　　　　　　平成20年２月15日まで�

工 事 請 負 契 約 �工 事 請 負 契 約 �工 事 請 負 契 約 �
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西原町一般会計補正予算�西原町一般会計補正予算�西原町一般会計補正予算�平成�
19年度�

特別会計補正予算�特別会計補正予算�特別会計補正予算�平成�
19年度�

　　総額95億9,422万9千円に変更�
地方交付税追加額（1億3,249万4千円）�

　　　〇総　務　費　11億7,974万9千円　　　〇民　生　費　26億2,571万1千円�

　　　〇農林水産費　11億9,938万1千円　　　〇土　木　費　14億5,211万5千円�

　　　〇教　育　費　14億1,019万5千円�

西原町土地区画整理事業�
　特別会計補正予算について�
西原町土地区画整理事業�
　特別会計補正予算について�
西原町土地区画整理事業�
　特別会計補正予算について�

平成�
19年度�

総額2億4,660万3千円　変わらず�
　事業費の補償補填及び賠償金71万円の工事請負費への組換え�

　　歳入歳出それぞれ4,332万0千円を減額�
総額36億8,037万6千円に�

　国庫補助金は老人保険保健医療費拠出金と、介護納付費等の確定により4,695万7千円を減

額し、繰入金に人事異動に伴う保健師１名分の人件費363万7千円を追加した。�

国民健康保険�国民健康保険�

　　歳入歳出それぞれ100万円を追加�
総額13億8,878万4千円に�

　国庫補助金100万円は、西原町地域包括支援センター相談室を増設する為の補助金の追加で

ある。�

介　護　保　険�介　護　保　険�

�
主
な
歳
出�
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受理された陳情・要請書など�

１　特別支援教育に関する要望書………………………………………………………�

２　地元産品及び地元企業の優先使用について（要請）…………………………………�

３　県産品の優先使用について（要請）……………………………………………………�

４　平成19年度社団法人全国シルバー人材センター�

　　　　事業協会定期総会決議にかかる要請について………………………………�

５　妊婦健康診査の公費負担による受診回数と料金設定について（要望）…………�

６　掛保久都市緑地公園を禁煙特別区に指定する要望………………………………�

７　事業用自動車使用方に関する陳情…………………………………………………�

８　最低保障年金制度の実現を求める陳情……………………………………………�

９　義務教育国庫負担堅持及び２分の１復元を求める要請…………………………�

10　「労働安全衛生委員会」の設置を求める要請 ………………………………………�

11　「全国学力・学習状況調査」の公表等に関する要請 ………………………………�

12　「30人以下学級実現」のための要請…………………………………………………�

採　択�

採　択�

採　択�

�

採　択�

配　布�

配　布�

配　布�

採　択�

採　択�

採　択�

採　択�

採　択�

意見書第７号�

「30人以下学級実現」のための意見書について�
�

（提案理由）�

　「いじめ」、「不登校」、「ひきこもり」などが大きな社会問題になり、わが国の将来を担うべき子

どもたちの教育環境の改善が急務となっている。21世紀を担う子どもたちにとって夢と希望の持て

る学校、保護者や地域の期待に応えられる学校の実現をめざす。�

記�

１　「30人以下学級」の実現を、早期に実現すること。�

１　県の「30人以下学級」検討委員会に教職員代表や学識経験者を加え、外部に公開されたものに

すること。�

１　増員される教職員は臨時採用ではなく、正規の教職員をあてること。�

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。�

　　　2007（平成19）年９月28日�

沖縄県西原町議会　�

あて先　内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣�

　　　　沖縄県教育委員会教育長�
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可決された意見書�可決された意見書�可決された意見書�

意見書第５号�

意見書第６号�

最低保障年金制度の実現を求める意見書について�
�

（提案理由）�

　保険料を納められない人には年金を支給しない日本の年金制度は、無年金、低年金者を作り出し

ている。すべての人に老後生活を保障する最低保障年金制度の実現が、緊急の課題である。�

記�

１　最低保障年金制度を１日も早くつくること。�

２　年金課税、定率減税を元に戻すとともに、大企業、大金持ちに応分の負担を求め、庶民増税、

消費税増税をしないこと。�

３　国の責任で、「消えた年金」問題を、１人も残さず早急に解決すること。�

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。�

　　　2007（平成19）年９月28日�

沖縄県西原町議会　�

あて先　内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣�

義務教育国庫負担堅持及び２分の１復元を求める意見書について�
（提案理由）�

　義務教育費国庫負担制度は、国が義務教育無償の原則に則り、教育の機会均等とその水準の維

持向上を図ることを目的として設けられたものであり、現行制度の一層の充実を図るためにも、そ

の維持が必要である。�

記�

１　義務教育第８次、高等学校第７次教職員定数計画を完全実施すること。また、自然減を上回る

教員定数の削減を行うことなく、学校現場に必要な教職員を確保すること。�

１　義務教育費国庫負担制度については、国の負担率を２分の１に復元すること。�

１　教育予算を増額すること。�

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。�

　　　2007（平成19）年９月28日�

沖縄県西原町議会　�

あて先　内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣�
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８月６日から８日にかけて委員６人事務局１人で和歌山県和歌山市の公共施設の民間資　８月６日から８日にかけて委員６人事務局１人で和歌山県和歌山市の公共施設の民間資

金活用の手法についてと、奈良県斑鳩町では下水道事業の普及の取組み及び自然型工法に金活用の手法についてと、奈良県斑鳩町では下水道事業の普及の取組み及び自然型工法に

よる河川整備についての視察研修に行ってきました。よる河川整備についての視察研修に行ってきました。

和歌山市東庁舎は、本庁舎の狭隘の解消による職場環境の改善と業務スペースの拡大、近　和歌山市東庁舎は、本庁舎の狭隘の解消による職場環境の改善と業務スペースの拡大、近

隣ビルに分散している賃貸事務室の集約と窓口の一元化等の利便性を図るため、官民コラ隣ビルに分散している賃貸事務室の集約と窓口の一元化等の利便性を図るため、官民コラ

ボレーションによるリース方式で建設した。１０年間のリース（1,890,0ボレーションによるリース方式で建設した。１０年間のリース（1,890,000,000円）で契約期00,000円）で契約期

間満了後は、市の所有となる。間満了後は、市の所有となる。

斑鳩町では、豊かな自然を守り、快適な生活環境をつくるため、平成３年から公共下水道　斑鳩町では、豊かな自然を守り、快適な生活環境をつくるため、平成３年から公共下水道

の整備が始まりました。その後下水道工事はどんどん進み、平成１７年４月からは、一部の地の整備が始まりました。その後下水道工事はどんどん進み、平成１７年４月からは、一部の地

域では下水道が使用できるようになり、下水道業をよりよく進めていくためにP域では下水道が使用できるようになり、下水道業をよりよく進めていくためにPI（パブリッI（パブリッ

ク・インボルブメント）を導入し、平成１９年８月現在では、１１２ヘクタールの地域で公共下ク・インボルブメント）を導入し、平成１９年８月現在では、１１２ヘクタールの地域で公共下

水道を利用することができています。水道を利用することができています。

竜田川は、奈良県の北西部に位置し、西の生駒山地と東の矢田丘陵の間を北から南へと流　竜田川は、奈良県の北西部に位置し、西の生駒山地と東の矢田丘陵の間を北から南へと流

れています。「蘇る万葉の川」をテーマとした、多自然型川づくりが行なわれ、造成した州れています。「蘇る万葉の川」をテーマとした、多自然型川づくりが行なわれ、造成した州

に植生が発達し水際の多様性が増し生物の住みやすい環境となっている。に植生が発達し水際の多様性が増し生物の住みやすい環境となっている。
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西原町現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例を廃

止する条例について�

理由　当該条例に基づいた用字、用語等の整備を終えたため、当該条例

を廃止する必要があるため。�

�

�

政治倫理の確立のための西原町長の資産等の公開に関する条

例の一部を改正する条例について�

理由　郵政民営化による関連法の整備及び証券法等の改正に伴い当該条

例を整備する必要があるため。�

�

�

西原町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

について�

理由　子育て支援策や少子化対策が一層強まっており、若い世代が安心

して子育てができる環境整備を行なう必要があり、今回県の要綱

が改正されたため、対象年齢の拡大を図る必要がある。�

46 号�

�

�

�

�

�

47 号�

�

�

�

�

�

48 号�

可決！�可決！�

条例の一部改正する条例�条例の一部改正する条例�条例の一部改正する条例�
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町
民
の
財
産
と
生
命
を
守

る
防
災
対
策
と
い
う
と
、

ま
ず
小
波
津
川
の
氾
濫
対
策
の

状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す

か
。
毎
年
の
ご
と
く
大
雨
は
あ

り
、
地
域
の
住
民
が
不
安
な

日
々
を
く
ら
し
て
お
り
、
一
日

も
早
い
対
策
は
で
き
な
い
か
？

町
長　

何
度
か
の
氾
濫
浸
水
で

と
り
わ
け
平
園
地
域
住
民
の
皆

様
に
は
大
変
な
震
撼
を
覚
え
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
で
に

我
慢
の
限
度
を
超
え
て
い
る
と

私
も
思
い
ま
す
。

　

町
民
の
悲
痛
な
叫
び
を
引
っ

提
げ
て
県
に
早
急
な
対
策
を
提

案
致
し
ま
し
た
。
暫
定
掘
削
で

貯
水
池
の
機
能
を
も
た
せ
て
浸

水
緩
和
策
を
平
成
二
十
年
度
中

に
は
実
行
し
て
も
ら
う
事
を
要

請
し
ま
し
た
。

い
つ
お
こ
る
か
わ
か
ら
な

い
�　

災
害
、
地
域
自
治

会
と
の
連
携
、
協
力
は
万
全
で

す
か
？

総
務
課
長　

ま
だ
具
体
的
に
は

実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。
地
域
の

防
災
訓
練
は
消
防
も
含
め
実
施

を
し
、
自
治
会
長
や
民
生
委
員

の
皆
さ
ん
が
も
っ
て
い
る
情
報

に
よ
り
弱
者
の
救
出
を
優
先

に
、
さ
ら
に
避
難
誘
導
、
避
難

先
で
の
炊
き
出
し
、
お
年
寄
り

の
ケ
ア
の
計
画
、
さ
ら
に
備
蓄

で
は
大
手
ス
ー
パ
ー
と
の
契
約

等
で
町
民
の
安
全
、
安
心
を
確

保
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。あ

ら
ゆ
る
災
害
に
お
い
て

大
事
な
事
は
、
早
急
な
安

全
対
策
を
地
域
が
、
個
人
が
確

認
し
避
難
等
す
る
事
で
す
が
、

ま
ず
は
そ
の
災
害
の
状
況
の
情

報
伝
達
が
必
要
で
す
。「
防
災

行
政
無
線
」
の
設
置
は
、
町
民

の
命
を
救
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
早

急
な
実
現
を
�

総
務
課
長　

土
砂
災
害
情
報
総

合
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
無
線
事
業
等
を

活
用
し
て
県
に
要
請
中
で
す
。

予
算
確
保
等
も
あ
り
ま
す
が
早

期
の
実
現
に
向
け
ま
す
。

自
治
会
加
入
率　

％
� 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

11

西
原
町
内
で
地
域
の
自
治

会
に
加
入
す
る
世
帯
数
が

減
少
傾
向
と
の
事
。「
防
犯
防

災
活
動
」「
教
育
・
福
祉
活
動
」

「
環
境
美
化
」
地
域
の
交
流
を

深
め
安
心
・
安
全
な
地
域
づ
く

り
と
自
治
会
は
生
活
全
般
に
貢

献
し
て
お
り
、
西
原
町
の
発
展

に
欠
か
せ
な
い
組
織
で
あ
る
。

町
内
の
加
入
率
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。
又
、
加
入
率
の
増
加

の
た
め
、
町
行
政
の
取
り
組
み

が
必
要
だ
が
�

総
務
課
長　

平
成
十
八
年
六
月

の
調
査
で
す
が
、
加
入
率
の
平

均
は
五
二
％
、
一
番
高
い
地
域

は
九
八
％
、
低
い
と
こ
ろ
は
一

一
％
で
す
。
加
入
の
チ
ラ
シ
等

の
作
成
配
布
を
含
み
自
治
会
と

共
に
勧
誘
活
動
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

仲松　勤　議員

◇町民の財産、生命を守

る防災対策は�

◇地域自治会との協力関

係は�

問

問問

問

小波津川の氾濫

財
政
再
建
元
年
と
位
置

付
け
た
平
成
十
九
年
度

も
早
半
分
が
経
過
し
た
。「
中

期
財
政
健
全
化
計
画
」
と
「
事

務
事
業
総
点
検
」
の
進
捗
状
況

は
。

財
政
課
長　

各
課
の
事
業
計
画

調
書
に
基
づ
き
十
月
か
ら
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
開
始
し
、
十
一
月
一

日
の
予
算
編
成
方
針
策
定
。
十

一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
予
算

編
成
お
よ
び
計
画
策
定
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

企
画
政
策
課
長　

「
事
務
事
業

総
点
検
」
に
つ
い
て
は
各
課
の

事
業
計
画
調
書
に
基
づ
き
十
月

一
日
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
始

し
、
十
月
末
に
予
定
し
て
い
る

行
政
改
革
推
進
本
部
会
議
で
協

議
の
う
え
、
来
年
度
予
算
編
成

に
反
映
さ
せ
る
考
え
で
あ
り
ま

す
。

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
の

保
険
料
を
納
付
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
納
付
記
録
が
な

い
。
ま
た
、
市
町
村
や
社
会
保

険
庁
職
員
に
よ
る
年
金
保
険
料

な
ど
の
着
服
が
明
ら
か
と
な
っ

た
が
本
町
で
は
年
金
記
録
名
簿

の
保
管
に
問
題
は
な
い
か
。
年

金
記
録
の
不
備
は
な
い
か
。
年

金
保
険
料
の
不
正
は
な
い
か
。

福
祉
課
長　

年
金
記
録
の
保
管

義
務
は
、
法
的
に
は
自
治
体
に

保
管
義
務
は
な
い
が
本
町
で
は

被
保
険
者
名
簿
を
保
管
し
て
お

り
、
今
後
い
ろ
ん
な
形
で
利
用

さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
年
金
記
録
の
不
備
お
よ
び

保
険
料
の
着
服
に
つ
い
て
は
な

い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
特
別
調

整
交
付
金
の
不
足
額
は
ど

の
程
度
で
補
填
を
ど
う
考
え
て

い
る
か
。

保
険
課
長　

最
大
で
二
、 四
一

一
万
円
、
最
小
で
一
、 七
五
九

万
円
と
な
り
ま
す
。

町
長　

不
足
額
が
確
定
さ
れ
た

ら
早
急
に
十
分
な
補
填
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
努
力
し
た
い
。

「
教
科
書
検
定
意
見
撤
回

を
求
め
る
県
民
大
会
」
へ

の
取
組
み
を
ど
う
考
え
る
か
。

総
務
課
長　

各
自
治
会
で
の
放

送
に
よ
る
呼
び
か
け
、
町
広
報

車
に
よ
る
よ
び
か
け
、
各
家
庭

へ
の
チ
ラ
シ
配
布
に
よ
る
参
加

呼
び
か
け
の
取
組
み
を
し
て
お

り
ま
す
。

教
育
庁　

学
校
関
係
で
は
県
教

育
庁
お
よ
び
県
教
育
長
協
会
な

ら
び
に
組
合
か
ら
の
呼
び
か

け
、
併
せ
て
教
育
長
名
で
各
教

職
員
へ
の
参
加
呼
び
か
け
を
し

て
お
り
ま
す
。

内
間
川
沿
い
小
橋
川
区
域

内
の
農
道
の
一
部
が
空
洞

化
し
非
常
に
危
険
な
状
況
と

な
っ
て
い
る
が
、
復
旧
工
事
の

時
期
は
ど
う
な
の
か
。

産
業
課
長　

当
該
農
道
の
復
旧

工
事
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
着

工
時
期
は
平
成
十
九
年
十
月
、

完
成
時
期
は
平
成
十
九
年
十
一

月
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

有田　力　議員

◇財政再建の進捗は

◇年金問題の対応は

◇県民大会取組みは

◇小橋川農道復旧は

問

問問

内間川沿の復旧工事

問

問
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台
風
四
号
に
よ
る
マ
リ
ン

パ
ー
ク
被
害
及
び
被
害
額

は
。

都
市
計
画
課
長　

主
な
被
害
は

砂
下
ろ
し
で
、
被
害
額
は
約
二

七
一
万
円
。
自
然
災
害
は
、
県

が
全
額
補
償
と
の
協
定
書
が
交

わ
さ
れ
、
町
の
負
担
は
な
い
。

職
場
業
務
へ
の
支
障
は
！　
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�
�
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�
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�
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三
年
の
指
定
管
理
期
間
に

約
四
、 八
〇
〇
万
円
の
赤

字
が
予
想
さ
れ
る
マ
リ
ン
パ
ー

ク
。
台
風
の
た
び
に
役
場
職
員

の
動
員 （
今
回
三
三
名
）と
い
う

新
た
な
問
題
が
発
覚
。
業
務
へ

の
支
障
は
な
い
か
。

副
町
長　

本
町
の
行
政
財
産
を

守
る
意
味
か
ら
、
役
場
職
員
が

復
旧
作
業
等
を
行
う
の
は
自
然

で
は
な
い
か
。

過
去
五
年
間
に
精
神
疾

患
で
休
職
し
た
職
員
の

人
数
と
原
因
は
。

総
務
課
長　

七
名
。
職
員
の
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
は
衛
生
委

員
会
で
論
議
。
産
業
医
も
活
用

し
て
さ
ら
に
取
り
組
み
た
い
。

　

原
因
は
、
地
域
、
家
庭
、
個

人
、
そ
れ
か
ら
職
場
の
問
題
と

い
ろ
ん
な
要
因
が
あ
り
、
特
定

で
き
な
い
。

課
長
の
答
弁
で
は
、「
原

因
が
特
定
で
き
な
い
の

で
、
衛
生
委
員
会
も
対
策
で
き

る
組
織
ま
で
な
っ
て
い
な
い
」

と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

総
務
課
長　

衛
生
委
員
会
は
全

体
的
な
も
の
。
ま
ず
、
快
適
な

職
場
環
境
の
実
現
を
通
じ
て
、

職
員
の
安
全
と
健
康
確
保
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

所
属
長
の
責
務
が
あ
る
。

精
神
疾
患
の
要
因
と
し

て
、
非
正
規
職
員
比
率
四

四
・
二
％
（
県
内
四
位
の
高
さ
）

が
あ
る
と
思
う
。
正
規
職
員
は

増
や
せ
な
い
の
か
。

副
町
長　

メ
ン
タ
ル
部
分
だ
け

で
職
員
の
増
員
、
原
因
と
い
う

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

職
員
は
ま
だ
ま
だ
減
ら
さ
な

い
と
い
け
な
い
状
況
下
。
外
部

発
注
な
ど
、
行
政
改
革
を
今
後

も
さ
ら
に
進
め
た
い
。

呉
屋
自
治
会
な
ど
か
ら
要

望
さ
れ
て
い
る
町
道
・
呉

屋
上
屋
部
小
那
覇
線
の
整
備
は

必
要
だ
と
思
う
が
、
町
長
の
認

識
は
。

町
長　

切
実
な
る
思
い
を
拝
聴

し
、
維
持
補
修
に
つ
い
て
は
何

ら
か
の
手
だ
て
は
必
要
と
思
う

が
、
厳
し
い
財
政
状
況
下
、
優

先
順
位
を
含
め
、
関
連
各
課
と

検
討
を
進
め
た
い
。

呉屋　悟　議員

◇マリンパークの台風被
害について
◇職員のメンタルヘルス
対策について
◇呉屋上屋部・小那覇線
整備について

こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
録
音
テ
ー
プ
）

に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、編
集

委
員
会
が
最
終
確
認
・
編
集
を
し
た
も
の
で
す
。�

一
般
質
問�

問

問

整備望まれる呉屋上屋部 ・ 小那覇線

問

問問問

　沖縄戦の悲劇を象徴する軍命などによる「集団自決（強制集団死）」を高校の歴史教科書から削

除・修正しようとする文部科学省の検定意見撤回を求める「教科書検定意見撤回を求める県民大会」

が、９月29日（土）午後3時から宜野湾海浜公園で開かれ、11万6,000人（主催者発表）以上が結

集し日本国憲法の下に帰った1972年以降最大の島ぐるみ闘争に発展しました。

　県内41市町村すべての議会では、検定意見撤回を求める意見書が可決され、さらに沖縄県民の代

表機関である県議会では２度も可決されました。沖縄戦の真相を歪曲する文部科学省の検定意見

撤回を求め西原町議会も町民の皆様と共に大会へ参加しました。
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教科書検定意見撤回を求める県民大会教科書検定意見撤回を求める県民大会

県民大会に結集した県民 沖縄タイムス （速報）、琉球新報 （号外）
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徴
収
強
化
を
� 
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学
校
給
食
費
の
未
納
額
が

平
成
十
七
年
度
で
三
、 七

七
九
万
円
に
な
っ
て
い
る
。
平

成
十
八
年
度
未
納
合
計
金
額
で

九
、 一
六
四
万
円
に
な
っ
て
い

る
が
何
年
分
の
累
計
額
に
な
っ

て
い
る
か
、
不
納
欠
損
額
と
し

て
処
理
し
た
年
度
、
額
に
つ
い

て
、
未
納
額
に
つ
い
て
は
一
定

年
度
（
五
年
間
）
で
不
納
欠
損

額
と
し
て
引
き
落
と
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
が
、
当
局
の
考
え

を
お
聞
き
し
ま
す
。

保
健
体
育
課
長　

給
食
費
の
未

納
額
は
平
成
二
年
度
か
ら
十
八

年
度
ま
で
の
累
計
額
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
不
納
欠
損
に
つ
い

て
は
平
成
元
年
三
、
二
五
四
千

円
処
理
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
不

納
欠
損
に
つ
い
て
は
、
南
部
の

多
く
市
町
村
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
民
法
第
一
七
三
条
を

適
用
す
る
か
、
税
と
同
様
の
不

納
欠
損
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
� 
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体
協
が
主
催
す
る
各
種
競

技
に
つ
い
て
、
近
年
参
加

数
が
減
少
し
て
い
る
が
、
そ
の

対
策
に
つ
い
て
、
競
技
別
の
各

自
治
体
の
参
加
数
、
特
に
陸
上

競
技
の
参
加
数
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
対
策
は
�

保
健
体
育
課
長　

野
球
、
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
は
一
二
チ
ー
ム
〜
一

五
チ
ー
ム
参
加
二
百
名
前
後
の

参
加
人
数
に
な
っ
て
い
ま
す
。

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
バ
ス
ケ
ッ
ト

の
参
加
が
五
〜
六
チ
ー
ム
の
参

加
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
一
二
チ
ー

ム
、
卓
球
三
〇
チ
ー
ム
、
ゴ
ル

フ
大
会
一
五
チ
ー
ム
、
陸
上
競

技
は
二
一
行
政
区
が
参
加
、
そ

の
他
テ
ニ
ス
、
空
手
、
バ
ド
ミ

ン
ト
ン
、
総
合
計
二
、 〇
六
五

名
が
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
陸

上
競
技
の
参
加
増
の
対
策
と
し

て
少
年
少
女
陸
上
競
技
大
会
を

一
体
化
し
て
観
客
動
員
を
多
く

し
、
自
治
会
長
会
へ
再
三
参
加

呼
び
か
け
を
し
て
お
り
、
若
干

参
加
者
や
応
援
が
ふ
え
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
度
の
高
校

総
体
の
取
組
に
つ
い
て
、

本
町
も
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
町
宣

言
を
行
い
、
全
国
制
覇
を
目
指

し
て
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
が
、

西
原
東
中
学
校
空
手
、
ナ
ギ
ナ

タ
が
全
国
制
覇
し
、
男
子
女
子

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
等
の
優
勝
旗
が

十
四
本
も
獲
得
し
た
激
励
祝
賀

会
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

の
子
供
達
が
高
校
総
体
の
選
手

と
し
て
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
お

り
、
本
町
と
し
て
、
選
手
の
育

成
を
始
め
、
強
化
、
支
援
体
制
、

取
組
に
つ
い
て
伺
う
。

教
育
長　

沖
縄
ス
ポ
ー
ツ
振
興

審
議
会
委
員
十
三
名
の
一
委
員

に
な
っ
て
お
り
、
沖
縄
県
で
夏

季
大
会
、
二
十
七
市
町
村
で
二

十
八
競
技
三
三
種
目
の
競
技

が
、
平
成
二
二
年
七
月
二
十
八

日
の
開
会
式
、
二
十
四
日
間
、

六
万
人
超
え
の
選
手
の
イ
ン

タ
ー
ハ
イ
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

大城好弘　議員

◇2010年インターハイ

全国制覇への強化支援

体制は�

西原東中学校激励祝賀会

問

問

問

七
月
の
台
風
被
害
が
二
七

一
万
円
と
き
い
て
い
る
。

近
く
南
城
市
の
サ
ン
サ
ン
ビ
ー

チ
の
被
害
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
。
又
台
風
時
に
砂
が

飛
散
し
な
い
よ
う
な
対
策
は
な

い
の
か
。
町
外
の
対
策
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
飛
散

防
止
の
た
め
の
ア
ミ
等
の
使
用

は
で
き
な
い
か
。

都
市
計
画
課
長　

台
風
の
進
路

と
か
、
ビ
ー
チ
の
形
態
、
沖
合

い
に
リ
ー
フ
が
存
在
す
る
か
否

か
と
言
っ
た
海
底
の
地
形
な
ど

い
ろ
ん
な
要
素
に
よ
っ
て
各
地

の
ビ
ー
チ
の
被
害
に
相
違
が
で

て
く
る
。
今
回
は
南
城
市
の
サ

ン
サ
ン
ビ
ー
チ
よ
り
も
西
原
の

マ
リ
ン
パ
ー
ク
の
方
が
被
害
が

大
き
か
っ
た
。
砂
が
飛
散
し
な

い
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
は
他

の
人
口
ビ
ー
チ
も
対
応
に
苦
慮

し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

県
民
大
会
へ
の
参
加
に
つ
い
て
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教
科
書
検
定
意
見
撤
回
県

民
大
会
へ
の
参
加
を
全
職

員
に
呼
び
か
け
る
考
え
は
な
い

か
。
又
町
内
の
学
校
関
係
者
へ

の
参
加
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。
そ
の
意
義
に
つ
い

て
町
長
の
見
解
を
き
き
た
い
。

総
務
課
長　

多
く
職
員
が
大
会

に
参
加
す
る
よ
う
通
知
を
し
て

い
る
。
組
合
も
取
り
組
み
を
し

て
い
る
。

学
校
教
育
課
長　

大
会
へ
の
学

校
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

県
の
教
育
庁
か
ら
文
書
で
呼
び

か
け
が
あ
っ
た
。
沖
教
組
か
ら

も
呼
び
か
け
も
あ
っ
た
。
町
の

教
育
委
員
会
と
し
て
も
教
職
員

の
皆
さ
ん
へ
の
呼
び
か
け
を
す

る
。

町
長　

西
原
町
は
行
政
の
根
幹

を
平
和
な
ま
ち
づ
く
り
に
置
い

て
い
る
。

　

我
が
西
原
町
と
し
て
、
沖
縄

戦
の
風
化
を
危
惧
し
て
い
る
。

教
科
書
検
定
を
撤
回
さ
せ
る
事

が
非
常
に
大
事
で
あ
る
。

ゴ
ミ
処
理
施
設
の
建
設
に
つ
い
て

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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サ
ザ
ン
協
の
最
新
式
の
処

理
方
法
と
規
模
に
つ
い
て

き
き
た
い
。
費
用
負
担
に
つ
い

て
国
、
県
、
サ
ザ
ン
協
、
そ
し

て
西
原
町
の
負
担
割
合
い
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。
又
糸
満
市

の
動
き
は
ど
う
か
。
そ
し
て
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
町
の
負
担

は
ど
の
程
度
予
定
し
て
い
る

か
。

町
長　

規
模
に
つ
い
て
は
未
定

で
あ
る
が
二
〇
〇
ト
ン
前
後
の

処
理
能
力
を
考
え
て
い
る
。
費

用
は
国
が
二
分
の
一
で
防
衛
庁

予
算
が
十
二
億
円
内
定
し
、
残

り
は
起
債
や
自
治
体
の
負
担
に

な
る
。
糸
満
市
に
つ
い
て
は
今

少
し
時
間
が
い
る
。
ラ
ン
ニ
ン

グ
コ
ス
ト
は
施
設
の
規
模
に
よ

る
が
、
ト
ー
タ
ル
で
三
億
円
超

ほ
ど
と
考
え
る
。
西
原
町
の
負

担
は
一
億
三
千
万
円
程
度
試
算

さ
れ
る
。

玉井正幸　議員

◇マリンパークの台風被

害について

　その対策は�

問

問

問

台風４号の被害
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平
成
十
九
年
度
か
ら
国
の

地
方
交
付
税
支
援
措
置
に

つ
い
て
の
「
頑
張
る
地
方
応
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

財
政
課
長　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
や
る
気
の
あ
る
地
方
が
自

由
に
独
自
の
施
策
を
展
開
す
る

こ
と
に
よ
り
魅
力
の
あ
る
地
方

に
生
ま
れ
変
わ
る
よ
う
前
向
き

に
取
り
組
む
地
方
自
治
体
に
対

し
、
地
方
交
付
税
等
の
支
援
措

置
を
講
じ
る
制
度
で
す
。

西
原
は
一
次
募
集
で
ウ
ェ

ル
ネ
ス
リ
ゾ
ー
ト
あ
が
り

ざ
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
策
定
、

二
次
募
集
で
循
環
型
社
会
形
成

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
応
募
し
て
い

ま
す
が
、
二
点
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

企
画
政
策
課
長　

本
町
で
は
一

次
募
集
で
観
光
振
興
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
ウ
ェ
ル
ネ
ス
リ

ゾ
ー
ト
あ
が
り
ざ
き
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
五
月
に
西
原
マ
リ
ン

パ
ー
ク
事
業
、
あ
が
り
ざ
き

ウ
ェ
ル
ネ
ス
パ
ー
ク
事
業
、
公

共
交
通
活
性
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

三
事
業
で
構
成
し
、
観
光
、
健

康
づ
く
り
及
び
交
流
拠
点
の
創

出
で
七
〇
万
人
を
、
又
宿
泊
施

設
、
商
業
施
設
、
バ
ス
セ
ン

タ
ー
の
誘
致
を
成
果
目
標
に
し

て
い
ま
す
。
二
次
募
集
に
つ
い

て
は
今
年
の
九
月
に
応
募
し
、

中
身
に
つ
い
て
は
三
事
業
で
植

木
堆
肥
化
事
業
、
廃
食
用
油
リ

サ
イ
ク
ル
事
業
、
資
源
有
価
物

の
回
収
事
業
と
い
う
こ
と
で

す
。
又
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り

組
む
経
費
と
し
て
一
市
町
村
に

対
し
三
、 
〇
〇
〇
万
円
が
交
付

税
措
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

近
年
、
台
風
や
豪
雨
に
よ

り
多
大
な
被
害
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
小
波
津

川
に
於
い
て
は
地
域
の
住
民
の

方
々
に
被
害
を
与
え
て
い
ま
す

が
、
町
と
し
て
の
対
応
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

町
長　

今
年
は
八
月
十
一
日
に

川
の
氾
濫
で
地
域
住
民
に
ご
心

配
と
ご
不
便
を
か
け
ま
し
た
。

町
と
し
て
は
早
速
、
県
に
対
し

何
と
か
暫
定
策
で
も
、
用
水
池

の
機
能
を
持
た
す
為
に
も
掘
っ

て
ほ
し
い
と
要
望
し
、
県
も
了

解
の
上
、
中
部
土
木
事
務
所
と

交
渉
し
、
平
成
十
九
年
度
か
ら

二
十
年
度
の
頭
に
暫
定
掘
削
の

運
び
と
な
っ
て
い
ま
す
。

モ
ノ
レ
ー
ル
延
伸
に
つ
い

て
決
定
後
の
町
の
対
応
と
し
て

ど
う
考
え
で
し
ょ
う
か
。

企
画
政
策
課
長　

モ
ノ
レ
ー
ル

延
伸
の
決
定
後
は
、
町
と
し
て

は
基
本
的
に
駅
の
周
辺
に
お
け

る
土
地
利
用
に
つ
い
て
計
画
の

作
成
、
地
区
計
画
制
度
で
整
備

を
す
る
の
か
、
区
画
整
理
事
業

で
整
備
を
す
る
の
か
、
補
助
メ

ニ
ュ
ー
を
勘
案
し
て
基
盤
整
備

の
手
法
を
検
討
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

大城純孝　議員

◇財政の取り組みと生活

環境の整備について

問

問

問

小波津川の氾濫

問

モ
ノ
レ
ー
ル
駅
、
石
嶺

ル
ー
ト
、
浦
添
ル
ー
ト
で

あ
ろ
う
が
西
原
西
口
に
接
す
る

と
そ
の
時
は
一
大
交
通
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
が
必
要
と
考
え
る
が
。

企
画
政
策
課
長　

福
祉
セ
ン

タ
ー
改
良
案
に
つ
い
て
は
駅
が

で
き
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
西

原
区
域
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

中
で
は
恐
ら
く
モ
ノ
レ
ー
ル
駅

を
中
心
と
し
た
駅
広
場
、
そ
れ

か
ら
土
地
利
用
等
も
ご
ざ
い
ま

す
し
、
そ
れ
か
ら
パ
ー
ク
ア
ン

ド
ラ
イ
ド
と
い
う
こ
と
で
大
規

模
な
駐
車
場
、
一
〇
〇
〇
台
規

模
と
検
討
委
員
会
の
中
で
は
あ

り
ま
す
け
ど
、
そ
の
辺
を
含
め

た
構
想
等
は
、
今
い
ろ
い
ろ
な

都
市
施
設
、
道
路
と
か
排
水
、

そ
う
い
っ
た
も
の
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ

絵
と
し
て
は
で
き
て
お
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
お
お
む
ね
の
土

地
利
用
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
の

構
想
は
現
在
持
っ
て
お
り
ま

す
。

西
地
区
区
画
整
理
事
業
に

お
け
る
治
水
対
策
は
。

区
画
整
理
課
長　

区
画
整
理
地

区
内
総
合
治
水
対
策
の
諸
施
設

に
つ
い
て
の
完
成
後
の
断
面
に

つ
い
て
は
、
同
地
区
の
土
地
造

成
設
計
、
区
画
道
路
の
縦
断
勾

配
、
測
溝
の
種
類
及
び
構
造
、

ま
た
は
現
在
、
西
原
町
上
水
道

課
が
発
注
し
て
い
る
下
水
道
、

雨
水
計
画
設
計
、
詳
細
の
計
画

設
計
に
お
け
る
地
区
外
か
ら
の

地
域
内
へ
の
流
入
量
等
も
考
慮

に
入
れ
て
総
合
雨
水
対
策
の
詳

細
設
計
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
浦
添
側
の
既
設
河
川

の
三
面
張
り
へ
の
改
修
計
画
及

び
協
議
内
容
の
前
提
等
、
関
係

機
関
と
の
調
整
も
必
要
で
あ
り

調
査
に
時
間
を
要
し
ま
す
が
、

区
画
整
理
課
と
し
て
は
今
月
末

に
総
合
雨
水
対
策
の
委
託
業
務

を
発
注
し
、
来
年
三
月
末
ま
で

に
は
地
区
内
諸
流
出
抑
制
施
設

の
規
模
を
決
定
し
よ
う
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

学
校
現
物
（
環
境
教
育
）

に
お
い
て
Ｂ
Ｄ
Ｆ
（
バ
イ

オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
・
フ
ュ
ー
エ
ル
）

に
対
す
る
取
組
は
。

学
校
教
育
課
長　

総
合
的
な
学

習
の
中
で
環
境
問
題
に
つ
い
て

 

削
減
の
手
段
と
し
て
は
注
目

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
何

ら
か
の
形
で
廃
食
用
油
の
再
利

用
の
仕
組
み
な
り
、
あ
る
い
は

リ
サ
イ
ク
ル
の
仕
方
な
り
、
こ

う
い
っ
た
こ
と
を
教
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
議
員
が
お
っ
し
ゃ
る

よ
う
に
家
庭
へ
の
影
響
を
与
え

て
い
く
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
は

必
要
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す

の
で
、
今
後
校
長
会
あ
た
り

で
、
す
ぐ
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
と
お
も
い
ま
す
け
ど

も
、
何
ら
か
の
形
で
取
組
み
を

話
し
合
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

CO2

伊波時男　議員

◇モノレール駅は

◇治水対策は

◇環境教育ＢＤＦに対す

る取組は

問

問問

廃食油燃料製造装置
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事
業
仕
分
け
の
中
で
事

業
計
画
調
書
の
作
成
を
す

る
上
で
、
そ
れ
ら
の
事
業
の
必

要
性
や
事
業
主
体
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
い

か
れ
る
の
か
、
ま
ず
こ
の
点
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

企
画
政
策
課
長　

四
年
分
の
事

業
費
を
ま
ず
記
載
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
の
財
源

内
訳
。
そ
れ
か
ら
そ
の
事
業
の

目
的
。
だ
れ
の
為
に
、
ど
う
い

う
方
法
で
、
ど
ん
な
成
果
を
あ

げ
た
い
の
か
。
そ
れ
か
ら
そ
の

事
業
に
町
民
の
ニ
ー
ズ
が
高
い

の
か
、
低
い
の
か
。
現
在
の
実

情
に
合
っ
て
い
る
事
業
な
の
か

ど
う
か
。
そ
れ
か
ら
町
の
役

割
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
町
が
や

る
の
か
、
そ
れ
と
も
民
間
が
や

る
の
か
、
国
が
や
る
の
か
、
県

が
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
記

載
し
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
財
政
課
、

そ
れ
か
ら
総
務
課
、
そ
れ
か
ら

私
達
企
画
政
策
課
、
行
政
改
革

推
進
本
部
を
そ
の
三
課
で
預

か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
ず

そ
の
三
課
で
副
町
長
も
交
え

て
、
各
課
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
し
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う

に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
に

伴
う
西
原
町
の
レ
ジ
袋
を

抑
制
す
る
た
め
の
マ
イ

バ
ッ
ク
の
持
参
率
は
何
パ
ー
セ

ン
ト
ぐ
ら
い
で
す
か
。

健
康
衛
生
課
長　

マ
イ
バ
ッ
ク

の
持
参
の
パ
ー
セ
ン
ト
な
ん
で

す
が
、
こ
れ
は
調
査
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
長　

マ
イ
バ
ッ
ク

を
持
参
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
ご
み
の
減

量
化
に
つ
な
が
る
と

い
う
こ
と
に
も
な
る

し
リ
サ
イ
ク
ル
に
も

な
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
と
、
こ
れ

は
喫
緊
、
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
だ
ろ
う
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
お
り

ま
す
。
今
健
康
衛
生

課
も
鋭
意
努
力
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
さ
ら
に
努
力
を
し
て
も

ら
う
よ
う
に
ハ
ッ
パ
を
か
け
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
今
取
り
組

ん
で
い
る
事
業
も
い
ろ
い
ろ
配

食
油
の
回
収
か
ら
、
チ
ッ
プ
化

の
問
題
等
、
い
ろ
い
ろ
抱
え
な

が
ら
の
業
務
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
少
々
お
く
れ
て
い
る
点
は

お
わ
び
を
申
し
上
げ
な
が
ら
鋭

意
こ
の
調
査
も
や
っ
て
も
ら
う

よ
う
に
お
願
い
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

富　春治　議員

◇確かな行財政改革と、

循環型社会形成で活力

あるまちづくりを�

マイバック

問

問

建
設
規
模
、
建
設
費
に
つ

い
て
質
問
致
し
ま
す
。
規

模
に
つ
い
て
は
西
原
町
の
将
来

像
と
い
い
ま
す
か
、
町
民
の
人

口
、
職
員
数
あ
る
い
は
財
政
規

模
等
に
依
っ
て
は
じ
き
出
さ
れ

る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
今
の

約
十
三
億
円
余
と
言
う
の
は

ち
ょ
っ
と
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
庁
舎
と
い
う
の
は
総
合
的

な
町
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
場
で

あ
る
と
考
慮
し
た
と
し
た
ら
図

書
館
の
約
十
七
億
円
よ
り
下

回
っ
て
く
る
。
も
っ
と
多
く
の

予
算
を
投
入
し
て
い
い
の
で
は

な
い
か
。

企
画
政
策
課
長　

こ
れ
に
つ
い

て
は
一
九
九
〇
年
時
分
、
南
風

原
町
、
読
谷
村
、
北
谷
町
で
庁

舎
建
設
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

建
設
単
価
を
参
酌
し
て
お
お
む

ね
西
原
町
も
こ
れ
位
と
い
う
事

で
平
米
単
価
で
約
三
十
万
円
程

度
を
見
越
し
て
の
算
定
で
あ
り

ま
す
。庁

舎
建
設
と
言
う
大
き
な

イ
ベ
ン
ト
を
考
え
る
時
に

は
い
ろ
い
ろ
の
要
因
を
合
わ
せ

て
検
討
す
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
県
が
す
す
め
る
浦
添
市
と

の
合
併
に
つ
い
て
基
本
的
に
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
。

企
画
政
策
課
長　

合
併
新
法
が

平
成
二
十
一
年
度
い
っ
ぱ
い
ま

で
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で

は
無
理
と
い
う
考
え
方
に
双
方

と
も
一
致
し
て
い
る
。
合
併
に

つ
い
て
は
そ
の
前
に
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
山
積

し
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
方
向

性
を
つ
け
な
い
と
双
方
と
も
合

併
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
つ
け
な

い
。

特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て

質
問
し
ま
す
。
学
習

障
害
の
児
童
生
徒
の
特
別

支
援
教
育
に
つ
き
ま
し
て

現
状
は
改
善
さ
れ
た
と
聞

い
て
お
り
ま
す
が
、
県
の
動

き
も
あ
っ
て
西
原
町
は
ど

の
程
度
変
化
が
あ
っ
た
の

か
お
聞
き
し
ま
す
。

学
校
教
育
課
長　

今
年
度

に
入
っ
て
の
本
町
の
主
な

取
り
組
み
を
二
つ
ほ
ど
紹

介
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
で
あ
り

ま
す
が
、
夏
休
み
期
間
中
、
八

月
二
日
に
西
原
町
地
域
教
育
連

絡
協
議
会
の
研
修
会
で
県
立
総

合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
講
師
依
頼

を
し
て
『
特
別
支
援
教
育
に
お

け
る
基
本
的
な
考
え
方
、
推
進

の
仕
方
に
つ
い
て
』
と
い
う
標

題
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
講
演
の
ね
ら
い
の
一
つ

と
し
て
今
後
特
別
支
援
教
育
は

教
職
員
全
体
で
か
か
わ
っ
て
い

く
事
を
深
く
認
識
し
て
も
ら
う

事
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
と
ひ
と

つ
の
大
き
な
取
り
組
み
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
持
つ

児
童
生
徒
へ
の
支
援
を
行
う
特

別
支
援
教
育
支
援
員
の
配
置
に

必
要
な
措
置
が
な
さ
れ
、
本
町

も
い
ち
早
く
そ
の
対
応
を
し
て

き
て
お
り
、
さ
ら
に
今
議
会
で

予
算
の
補
正
を
行
い
来
る
十
月

一
日
か
ら
坂
田
小
へ
第
一
号
の

支
援
員
を
派
遣
す
る
運
び
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

前里光信　議員

◇庁舎建設について

◇特別支援教育について

西原町役場庁舎

問

問問
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自
公
政
権
が
強
行
し
た
医

療
改
悪
法
に
よ
り
、
来
年

四
月
か
ら
七
十
五
歳
以
上
の
人

を
対
象
と
し
た
「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」
が
導
入
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
子
ど
も
な
ど
の

扶
養
家
族
に
な
っ
て
い
る
保
険

料
を
支
払
う
必
要
の
な
い
高
齢

者
も
含
ま
れ
る
の
か
。

保
険
課
長　

含
ま
れ
る
。

新
た
に
保
険
料
を
負
担
す

る
高
齢
者
は
約
何
人
か
。

保
険
課
長　

約
四
四
五
名
。

保
険
料
の
年
金
天
引
き　
　
　

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

月
平
均
一
万
円
以
上
に 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

保
険
料
は
月
平
均
で
お
よ

そ
い
く
ら
に
な
る
か
。

保
険
課
長　

国
は
年
間
六
万
一

千
円
を
試
算
し
て
い
る
。

保
険
料
は
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
る
が
、
介
護
保
険

料
と
合
わ
せ
る
と
毎
月
年
金
か

ら
引
か
れ
る
額
は
い
く
ら
か
。

保
険
課
長　

介
護
保
険
料
の
第

四
段
階
（
基
準
額
）
が
年
間
六

万
二
千
四
百
円
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
年
間
六
万
一
千

円
に
な
る
見
込
み
。

滞
納
す
る
と
保
険
証 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

が
取
り
上
げ
ら
れ
る 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

保
険
料
を
滞
納
す
れ
ば
保

険
証
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て

「
資
格
証
明
書
」
を
発
行
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
見
解
を

聞
き
た
い
。

保
険
課
長　

現
在
、
老
人
保
険

対
象
は
「
資
格
証
明
書
」
を
発

行
し
て
い
な
い
が
、「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
」
で
は
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

高
齢
者
に
も
西
原
町
に
も

負
担
増
を
押
し
つ
け
る
こ

の
制
度
に
つ
い
て
、
町
長
は
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。

町
長　

高
齢
者
、
町
も
負
担
増

に
な
る
の
は
指
摘
の
と
お
り
。

お
年
寄
り
の
み
な
さ
ん
の
負
担

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
の
制

度
を
活
用
し
て
い
く
。

 「
姥
捨
て
山
」 を
つ
く
る 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

こ
と
に
な
ら
な
い
か 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

昨
年
の
公
的
年
金
等
控

除
縮
小
、
老
年
者
控
除
廃

止
、
住
民
税
へ
の
非
課
税
措
置

の
廃
止
な
ど
大
幅
な
税
負
担
が

押
し
つ
け
ら
れ
た
。
医
療
費
で

は
昨
年
十
月
か
ら
七
〇
歳
以
上

の
現
役
並
み
所
得
者
の
三
割
負

担
、
来
年
四
月
か
ら
七
十
四
歳

の
二
割
負
担
、
そ
し
て
七
十
五

歳
以
上
の
す
べ
て
の
高
齢
者
に

一
割
負
担
が
押
し
つ
け
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
が

実
施
さ
れ
れ
ば
「
姥
捨
て
山
」

に
な
り
か
ね
な
い
。

町
長　

お
年
寄
り
が
安
心
し
て

老
後
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
す

る
。

大
雨
の
時
、
平
園
区
民
の

車
を
サ
ン
エ
ー
駐
車
場
に

避
難
さ
せ
る
手
立
て
を
。

総
務
課
長　

先
方
と
相
談
す

る
。

伊礼一美　議員

◇７５歳以上医療制度４月

実施を見直せ

◇大雨は平園区民の車サ

ンエー駐車を

問問

問 問

問

住
・
環
境
の
整
備
に
つ
い

て
、
�
浦
添
・
西
原
線
、

又
新
県
道
二
九
号
線
の
進
捗
状

況
に
つ
い
て
。
こ
の
県
道
の
問

題
は
議
会
の
度
に
出
て
来
る
け

ど
、
進
捗
状
況
が
見
え
な
い
点

が
一
点
。
何
が
原
因
で
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
、
又
新
県
道

二
九
号
線
も
都
計
審
も
終
わ
り

縦
覧
期
間
も
終
わ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
先
が
見
え
な
く
な
っ

て
い
る
が
そ
こ
ら
辺
も
合
わ
せ

て
伺
い
ま
す
。

都
計
課
長　

県
道
浦
添
・
西
原

線
は
平
成
十
四
年
五
月
十
四
日

に
都
市
決
定
し
て
国
道
三
二
九

号
線
か
ら
海
岸
部
に
つ
い
て
は

既
に
事
業
化
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
他
の
区
間
に
つ
い
て
は
鋭
意

努
力
し
て
、
国
・
県
に
要
請
し

て
い
る
現
状
で
国
・
県
の
財
政

事
情
に
依
り
事
業
化
に
到
っ
て

い
な
い
現
状
で
す
。
し
か
し
、

本
町
に
お
い
て
平
成
二
十
一
年

か
ら
西
地
区
の
区
画
整
理
事
業

の
工
事
着
手
を
予
定
し
平
成
二

十
六
年
度
に
は
そ
の
区
間
の
道

路
整
備
事
業
完
了
で
有
り
、
又

県
道
五
号
線
か
ら
ア
ク
セ
ス
道

路
が
不
可
欠
で
位
置
に
よ
っ
て

西
地
区
周
辺
、
沿
線
部
が
大
き

く
変
貌
し
て
来
ま
す
の
で
、
坂

田
工
区
と
連
続
的
整
備
に
よ
っ

て
機
能
を
果
た
す
よ
う
関
係
機

関
に
お
願
い
し
て
い
る
所
で
あ

り
ま
す
。

土
木
課
長　

県
道
翁
長
・
上
原

線
（
新
県
道
二
九
号
線
）
は
西

地
区
区
画
整
理
事
業
化
に
合
わ

せ
、
連
続
整
備
し
て
坂
田
交
差

点
か
ら
上
原
交
差
点
迄
の
区

間
、
事
業
費
二
三
億
八
千
万

円
、
総
延
長
二
�
で
三
〇
ｍ
の

四
車
線
で
、
事
業
工
期
を
十
九

年
度
か
ら
二
十
五
年
度
迄
の

七
ヶ
年
、
初
年
度
の

今
年
は
上
原
交
差

点
・
坂
田
交
差
点
・

キ
リ
ス
ト
教
大
学
か

ら
の
交
差
点
の
道
路

測
量
設
計
委
託
業
務

の
発
注
が
終
わ
っ
た

と
き
い
て
お
り
ま

す
。

�
棚
原
産
廃
に
つ
い
て
、

六
月
定
例
会
で
被
害
者
の

為
専
門
の
先
生
を
講
演
会
に
呼

ぶ
と
の
事
で
し
た
が
、
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
。
又
産
廃
被

害
者
が
担
当
課
に
行
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
が
、
ど
う
な
っ
て

い
ま
す
か
。

健
康
衛
生
課
長　

六
月
の
定
例

会
で
は
専
門
の
先
生
を
呼
ぶ
事

を
検
討
す
る
返
答
を
副
町
長
は

し
ま
し
た
が
、
私
達
担
当
課
で

検
討
し
た
事
で
す
が
産
廃
が
ど

う
こ
う
で
は
な
く
、
一
般
町
民

に
向
け
て
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候

群
等
に
関
す
る
講
演
会
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
又
担
当
課
に
重

症
な
方
が
相
談
に
行
っ
た
と
の

事
で
す
が
、
棚
原
の
産
廃
被
害

者
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い

人
で
す
。
又
パ
ッ
カ
ー
車
が
現

場
に
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の

は
駐
車
場
と
し
て
利
用
し
て
い

る
だ
け
で
ま
っ
た
く
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。

宮城秀功　議員

◇浦添・西原線について

◇棚原・城の一帯の災害

について

◇棚原の産廃について

問

問

西地区区画整理事業

問

問問
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予
備
費
は
、
議
会
の
議
決

を
要
す
る
こ
と
な
く
町
長

権
限
で
行
使
で
き
る
事
は
承
知

し
て
い
る
。
し
か
し
、
議
会
の

議
決
権
の
観
点
か
ら
は
、
一
定

の
節
度
が
必
要
。
先
に
、
議
長

が
ハ
ワ
イ
沖
縄
連
合
会
の
行
事

に
、
予
備
費
か
ら
の
特
別
旅
費

で
参
加
し
た
が
、
臨
時
議
会
を

開
催
す
る
時
間
的
余
裕
が
充
分

あ
る
中
で
は
、
補
正
予
算
で
対

応
し
て
議
会
の
審
議
、
議
決
を

得
る
の
が
筋
だ
。
正
式
な
案
内

も
な
い
中
で
の
議
長
の
出
席
が

問
題
と
な
り
、
議
長
み
ず
か
ら

旅
費
の
返
還
と
い
う
結
末
で
、

チ
ェ
ッ
ク
機
関
と
し
て
の
議
会

の
け
じ
め
を
つ
け
た
。
議
長
の

判
断
の
甘
さ
も
あ
る
が
、
議
会

に
予
算
が
な
い
中
で
、
予
算
の

措
置
権
を
持
つ
町
長
の
責
任
は

よ
り
重
い
。

町
長　

予
備
費
は
、
自
治
法
第

二
一
七
条
で
執
行
機
関
に
そ
の

使
用
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

町
長
が
認
め
れ
ば
、
予
算
が
な

く
て
も
科
目
を
設
定
し
支
出
で

き
る
。公

の
仕
事
は
文
書
で
始
ま

り
、
文
書
で
終
わ
る
と
い

う
の
が
一
つ
の
常
識
。
議
長
へ

の
口
頭
で
の
案
内
が
公
務
な
の

か
。

町
長　

内
容
的
に
公
務
だ
と
判

断
し
、
私
か
ら
議
長
に
参
加
を

要
請
し
た
。

特
別
旅
費
だ
か
ら
、
案
内

文
書
も
あ
っ
て
議
会
で
予

算
を
議
決
し
て
参
加
を
す
る
の

が
本
来
の
あ
り
方
で
、
議
長
も

認
め
て
い
る
。
福
岡
県
前
原
市

の
定
期
監
査
報
告
の
中
に
「
特

に
予
備
費
の
充
用
は
議
会
の
議

決
権
と
の
関
係
も
あ
り
、
緊
急

や
む
を
え
ざ
る
場
合
以
外
は
補

正
で
組
み
替
え
る
よ
う
慎
重
な

対
処
」
を
指
摘
。
奈
良
県
河
合

町
の
予
算
規
則
で
は
、
１
流
用

が
で
き
な
い
時
、
又
は
そ
れ
で

も
支
出
が
不
足　

２
緊
急
を
要

し
補
正
予
算
が
組
め
な
い　

３

比
較
的
軽
微
の
額
で
、
予
算
の

専
決
処
分
の
必
要
が
認
め
ら
れ

な
い
。
こ
の
三
つ
す
べ
て
に
該

当
す
る
と
き
予
備
費
が
使
え

る
。
こ
の
例
か
ら
も
、
議
会
の

議
決
権
に
関
わ
る
問
題
だ
。

町
長　

日
程
か
ら
も
公
務
と
し

て
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
議
長

の
旅
費
は
軽
微
な
補
正
だ
か
ら

予
備
費
で
充
用
し
た
。

移
民
百
周
年
の
節
目
は
、

県
内
の
多
く
の
市
町
村
が

参
加
し
た
が
、
今
回
は
毎
年
開

催
の
行
事
で
、
し
か
も
四
一
市

町
村
か
ら
四
団
体
し
か
参
加
が

な
い
。
参
加
の
意
義
は
。

町
長　

県
人
会
の
会
長
が
本
町

出
身
で
あ
り
、
中
学
生
の
短
期

留
学
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
お
礼
も

あ
っ
た
。

ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
的
に
予

備
費
か
ら
特
別
旅
費
を
出

す
こ
と
は
、
開
か
れ
た
ガ
ラ
ス

張
り
の
町
政
運
営
の
面
か
ら

も
、
今
回
の
予
備
費
の
充
用
は

不
適
切
だ
。

町
長　

議
長
一
人
分
の
旅
費
は

大
金
で
は
な
く
、
中
身
が
公
務

だ
と
判
断
し
予
備
費
を
充
用
し

た
。

与那嶺義雄議員

◇ハワイ旅費の予備費支

出は不適切

問

問 問

問

新
垣
町
長
は
、
平
成
十
九

年
度
施
政
方
針
で
「
財
政

再
建
元
年
」
と
位
置
づ
け
、
中

期
の
財
政
健
全
化
計
画
の
中
で

「
数
値
目
標
を
設
定
し
、
歳
入

確
保
の
た
め
の
体
制
強
化
や
徹

底
的
な
歳
出
削
減
の
た
め
の
事

務
事
業
の
総
点
検
を
実
施
し
、

最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
が

上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
効
率
的
な

財
政
運
営
に
努
め
ま
す
」
と
う

た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
平
成
十

七
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
を
計

画
期
間
と
し
た
町
行
財
政
集
中

改
革
プ
ラ
ン
で
は
、
補
助
金
の

見
直
し
が
中
途
半
端
な
検
討
で

終
わ
っ
て
い
て
、
町
補
助
金
審

査
委
員
会
の
審
査
結
果
が
生
か

さ
れ
て
な
い
と
思
う
。
ま
た
、

町
補
助
金
審
査
委
員
会
が
現
在

休
眠
状
態
で
あ
り
、
去
っ
た
六

月
定
例
会
で
の
早
い
時
期
に
ス

タ
ー
ト
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た

が
、
進
捗
状
況
は
。

企
画
政
策
課
長　

平
成
十
六
年

度
に
二
〇
〇
万
円
以
上
の
補
助

金
団
体
に
関
し
て
答
申
を
受

け
、
そ
の
周
知
徹
底
は
図
ら
れ

て
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

　

補
助
金
審
査
委
員
会
は
、
任

期
切
れ
に
よ
り
、
現
在
設
置
さ

れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
現
在
各
部

署
に
事
業
計
画
書
に
基
づ
き
事

務
事
業
の
点
検
、
検
証
を
実
施

す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
各
種

団
体
へ
の
補
助
金
の
あ
り
方

も
、
当
該
作
業
と
並
行
し
て
点

検
、
検
証
を
行
い
見
直
し
を

図
っ
て
い
き
た
い
。
状
況
に
応

じ
て
審
査
委
員
会
の
人
選
を
し

て
、
内
部
で
は
踏
み
切
れ
な
い

も
の
は
、
補
助
金
審
査
委
員
会

を
設
置
し
て
作
業
を
し
て
行
き

た
い
。行

政
に
対
す
る
需
要
は
、

複
雑
、
多
様
化
し
て
適
切

に
対
応
す
る
に
は
、
職
員
が
心

身
と
も
に
健
康
を
維
持
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
す
る

が
、
対
策
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
。

総
務
課
長　

町
職
員
安
全
衛
生

管
理
規
定
に
基
づ
い
て
健
康
診

断
、
健
康
相
談
事
業
、
安
全
衛

生
の
状
況
確
認
の
た
め
職
場
巡

視
、
講
演
会
等
を
実
施
し
て
い

る
状
況
で
あ
り
、
ど
う
い
う
事

業
が
展
開
で
き
る
か
考
え
て
い

き
た
い
。

各
課
並
び
に
各
職
員
は
均

等
の
業
務
量
に
な
っ
て
い

る
か
。
不
足
で
あ
れ
ば
増
員
も

考
え
て
い
る
か
。
過
去
三
年
間

の
職
員
の
一
番
多
い
残
業
時
間

数
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

総
務
課
長　

各
課
、
各
職
員
の

業
務
量
は
、
各
課
の
業
務
等
が

違
う
状
況
に
あ
り
、
一
概
に
比

較
は
で
き
な
い
。
各
課
の
業
務

量
に
応
じ
て
職
員
が
配
置
さ

れ
、
均
等
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。

　

平
成
十
六
年
度
は
、
土
木
課

で
六
〇
三
時
間
、
平
成
十
七
年

度
は
保
険
課
で
六
六
四
時
間
、

平
成
十
八
年
度
も
保
険
課
で
五

六
七
時
間
で
す
。

城間義光　議員

◇補助金見直しは

◇執行体制は

問

問

問

町補助金審査委員会規則

問

全員協議会の様子
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二
〇
〇
四
年
七
月
か
ら
、

医
師
の
指
示
が
な
く
て

も
心
臓
の
鼓
動
を
回
復
さ
せ
る

の
に
大
き
な
力
を
発
揮
さ
せ
る

自
動
体
外
式
除
細
動
器
・
Ａ
Ｅ

Ｄ
が
一
般
市
民
も
扱
え
る
よ
う

に
な
り
、
公
共
施
設
や
交
通
機

関
等
人
が
集
ま
る
場
所
へ
の
設

置
が
全
国
的
に
進
ん
で
い
ま

す
。

　

一
般
市
民
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
っ

て
救
急
処
置
を
行
っ
た
場
合
、

使
わ
な
か
っ
た
場
合
に
比
べ
て

一
ヶ
月
後
の
生
存
率
が
約
四
倍

だ
っ
た
事
が
二
〇
〇
七
年
九
月

総
務
省
、
消
防
庁
が
公
表
し
た

調
査
結
果
で
わ
か
り
ま
し
た
。

本
町
で
も
町
民
体
育
館
や
、
き

ら
き
ら
ビ
ー
チ
に
設
置
さ
れ
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
に
関
す
る
講
習
会

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
。

総
務
課
長　

救
急
隊
が
到
着
す

る
ま
で
の
、
応
急
手
当
が
救
命

率
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
町
と
し
て
は
東
部
消
防

組
合
の
ほ
う
で
、
毎
月
第
二
土

曜
日
に
救
命
講
習
会
の
中
で
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
も
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

妊
婦
検
診
の
拡
大
と
検
診

項
目
に
つ
い
て

健
康
衛
生
課
長　

母
体
や
胎
児

の
健
康
確
保
を
図
る
上
で
妊
婦

検
診
の
重
要
性
、
必
要
性
が
一

層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
国
は
検

診
回
数
を
五
回
程
度
の
公
費
負

担
が
望
ま
し
い
と
県
に
通
知
し

て
い
ま
す
。
沖
縄
県
は
、
低
体

重
出
生
率
全
国
一
位
。
周
産
期

死
亡
率
等
、
新
生
児
死
亡
率
が

全
国
六
位
と
不
名
誉
な
状
況
で

す
。
昨
年
夏
、
市
町
村
と
国
保

連
合
会
、
小
児
保
健
協
会
等
で

妊
婦
検
診
拡
大
に
向
け
て
検
討

を
重
ね
、
平
成
二
十
年
よ
り
国

の
示
す
五
回
の
公
費
負
担
、
負

担
額
に
つ
い
て
も
検
討
の
段
階

で
、
検
診
項
目
も
、
超
音
波
検

査
等
十
一
項
目
が
追
加
さ
れ
る

予
定
と
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
年
実
施
さ
れ
る

特
定
健
康
診
査
の
目
的
、

本
町
の
医
療
費
の
額
と
毎
年
の

伸
び
、
一
年
間
一
人
当
た
り
の

額
を
伺
い
ま
す
。

保
険
課
長　

特
定
検
診
は
、
保

健
指
導
の
適
切
な
実
施
に
よ

り
、
将
来
の
医
療
費
の
削
減
効

果
が
期
待
さ
れ
、
医
療
費
、
保

健
指
導
の
デ
ー
タ
を
突
合
せ
、

よ
り
効
果
的
な
方
法
の
分
析
、

対
象
者
の
把
握
を
行
い
や
す
い

等
が
目
的
で
す
。
本
町
の
医
療

費
の
額
と
毎
年
の
伸
び
は
、
平

成
十
六
年
度
一
六
億
八
、 六
八

〇
万
九
千
円
、
十
七
年
度
一
八

億
四
、 七
三
〇
万
一
千
円
、
十

八
年
度
一
九
億
七
、 六
四
〇
万

一
千
円
で
す
。
一
人
当
た
り
の

医
療
費
は
、
一
般
分
、
十
六
年

一
一
万
九
千
円
。
十
七
年
一
二

万
七
千
円
。
十
八
年
一
三
万
一

千
円
。
退
職
者
は
、
十
六
年
二

一
万
三
千
円
。
十
七
年
二
二
万

七
千
円
。
十
八
年
二
五
万
五
千

円
。
老
人
、
十
六
年
七
九
万
七

千
円
、
十
七
年
八
八
万
八
千

円
、
十
八
年
九
七
万
三
千
円
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

長浜ひろみ議員

◇健康行政 ・ ＡＥＤ（自動

体外式除細動器）・妊婦

検診等について

問

問

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

公
立
、
認
可
保
育
所
に
お

け
る
保
育
料
の
滞
納
に
つ

い
て
の
取
り
組
み
と
、
滞
納
に

対
す
る
認
識
、
又
保
育
料
未
納

の
理
由
に
つ
い
て
聞
き
ま
す
。

福
祉
課
長　

取
り
組
み
と
し
て

は
滞
納
者
に
対
し
て
再
三
に
わ

た
る
電
話
、
又
文
書
通
知
で
対

応
し
て
い
る
。
今
回
決
算
で
一

九
四
万
三
、 〇
〇
〇
円
の
滞
納

と
い
う
こ
と
で
、
過
年
度
に
比

し
て
か
な
り
の
滞
納
実
態
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
状
況
か
ら

し
て
、
過
年
度
の
滞
納
状
況
と

内
容
に
若
干
違
う
と
い
う
こ
と

で
受
け
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
は
二
園
を
利
用
す
る
家
庭
に

お
い
て
リ
ス
ト
ラ
、
あ
る
い
は

会
社
の
倒
産
等
々
で
大
き
な
滞

納
実
績
が
あ
っ
た
が
、
今
回
は

公
立
二
園
、
認
可
保
育
所
五
園

と
全
園
に
及
ん
で
い
る
。
保
育

連
絡
協
議
会
と
意
見
交
換
、
情

報
交
換
を
し
な
が
ら
滞
納
問
題

に
つ
い
て
、
協
力
連
携
し
て
い

く
。
未
納
の
理
由
と
し
て
は
、

景
気
低
迷
に
お
け
る
家
計
の
逼

迫
で
あ
ろ
う
と
感
じ
て
い
る
。

公
立
保
育
所
、
認
可
保
育

所
に
つ
い
て
は
、
運
営
が

保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

に
滞
納
が
あ
っ
て
も
経
営
に
は

響
か
な
い
と
い
う
事
に
な
る

が
、
例
え
ば
、
こ
れ
が
認
可
外

保
育
園
に
な
る
と
運
営
が
大
変

厳
し
い
状
況
に
な
り
、
経
営
に

行
き
詰
ま
る
と
い
う
事
も
あ
り

う
る
の
で
は
な

い
か
。
運
営
費

が
で
て
経
営
が

大
丈
夫
で
あ
る

と
か
、
ど
う
と

か
は
別
に
し
て

も
、
未
納
が
出

た
園
は
、
園
自

ら
が
行
政
と
連

携
を
し
、
協
力

を
し
な
が
ら
話

し
合
い
を
持
た

れ
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
ど

う
か
。
又
人
数

的
に
何
名
で
、

一
人
当
た
り
の

額
が
い
く
ら
な
の
か
。

福
祉
課
長　

保
育
連
絡
協
議
会

は
、
公
立
二
園
と
認
可
保
育
所

五
園
で
構
成
し
て
い
る
。
そ
の

代
表
者
と
滞
納
実
態
に
つ
い

て
、
又
公
立
、
認
可
保
育
所
に

か
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
等
の

状
況
説
明
も
し
な
が
ら
、
現
場

も
含
め
て
連
携
し
て
い
く
確
認

を
し
て
い
る
。
滞
納
実
態
は
、

収
入
未
済
額
一
九
四
万
三
、 〇

〇
〇
円
で
対
象
が
一
六
名
。
平

均
で
一
二
万
一
、 〇
〇
〇
円
。

儀間信子　議員

◇194万3,000円保育料

滞納

景気低迷における家計

の逼迫

問

問

町立坂田保育所

問


